
書

評

稲
生
典
太
郎
著

『
条
約
改
正
論
の
歴
史
的
展
開
』

山
　
本
　
四
　
郎

　
一
九
六
〇
年
一
〇
月
、
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
の
御
好
意
で
筆
者
が
『
三

浦
梧
楼
関
係
文
書
』
を
出
版
し
た
と
き
、
稲
生
さ
ん
は
『
国
際
政
治
』
　
（
六

二
年
四
月
刊
）
誌
上
で
書
評
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
と
き
稲
生
さ
ん
は
、
佐

々
友
房
の
三
浦
あ
て
書
翰
で
、
三
浦
の
条
約
反
対
上
奏
の
日
が
、
侍
従
職
日

誌
欄
外
記
入
と
あ
わ
せ
て
｝
八
八
九
年
九
月
二
六
国
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
、
と
し
、
従
来
の
推
測
の
あ
い
ま
い
さ
を
批
判
さ
れ
た
。
右
の
書
評
掲

載
の
『
圏
際
政
治
』
を
送
っ
て
頂
い
た
の
が
、
稲
生
さ
ん
と
の
交
渉
の
は
じ

ま
り
で
、
以
来
書
翰
の
往
復
は
あ
る
が
、
ま
だ
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
な

い
。
そ
の
と
き
も
感
じ
た
こ
と
は
、
稲
生
さ
ん
は
条
約
改
正
に
打
ち
こ
ん
で

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
〇
年
ほ
ど
前
に
『
日
本
外
交
思
想
史
論
考
』

二
冊
を
出
版
さ
れ
た
（
学
位
請
求
論
文
）
。
そ
し
て
最
近
本
書
を
出
版
さ
れ
、

筆
者
に
書
評
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
分
こ
の
時
期
の
こ
と
に
つ
い
て

不
案
内
な
筆
者
の
こ
と
で
あ
る
が
、
勉
強
さ
せ
て
頂
く
つ
も
り
で
敢
て
筆
を

と
っ
た
。
的
外
れ
の
点
は
御
寛
恕
を
乞
う
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
×

　
本
書
は
八
○
○
ペ
ー
ジ
近
い
大
著
で
、
二
八
の
論
文
よ
り
な
る
。
第
－
部

「
明
治
年
間
に
お
け
る
条
約
改
正
論
の
歴
史
的
展
開
」
が
本
書
の
中
核
を
な

す
部
分
で
、
　
コ
、
条
約
改
正
論
の
展
開
」
は
、
学
位
請
求
論
文
に
添
付
し

た
要
旨
で
あ
り
、
本
書
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
要
旨
で
あ
り
、
以
下
「
二

一
」
ま
で
の
論
文
は
「
四
」
を
除
い
て
、
時
代
順
に
改
正
論
を
配
列
さ
れ
た
。

「
従
来
、
条
約
改
正
史
に
関
し
て
は
、
極
め
て
精
緻
な
研
究
が
あ
る
が
、
そ

の
楯
の
半
面
に
当
る
条
約
改
正
論
の
展
開
過
程
を
歴
史
的
に
追
求
し
た
も
の

は
、
不
穿
馨
な
が
ら
管
見
に
入
ら
ぬ
。
本
書
が
或
い
は
そ
の
権
輿
か
も
知
れ

な
い
」
　
（
は
し
が
き
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
　
「
幕
末
諸
条
約
締
結
時
に
お
け
る
朝
幕
双
方
の
条
約
理
解
の

実
情
、
明
治
新
政
府
内
部
諸
機
関
に
お
け
る
条
約
改
正
論
議
、
啓
蒙
思
想
家

の
所
説
、
自
由
民
権
期
の
条
約
論
、
井
上
外
交
及
び
大
隈
外
交
へ
の
国
民
的

批
判
と
し
て
の
条
約
改
正
論
、
初
期
議
会
の
条
約
論
争
、
新
条
約
成
立
直
後

及
び
薪
条
約
実
施
準
備
期
の
輿
論
の
推
移
な
ど
」
　
（
同
前
）
で
、
小
村
の
税

権
回
復
期
は
今
後
の
研
究
に
ま
っ
と
あ
る
。
以
上
が
約
五
五
〇
ペ
ー
ジ
を
占

め
る
。
発
表
は
一
九
五
九
年
以
降
七
四
年
の
期
間
で
あ
る
。

　
第
π
部
「
条
約
改
正
論
・
内
地
雑
居
論
関
係
資
料
解
題
」
は
七
編
（
二
編

は
ワ
ク
外
、
後
述
）
あ
る
。
約
ご
○
○
ベ
ー
ジ
。
巻
末
に
人
名
索
引
を
付
す
。

　
著
者
は
大
戦
中
、
北
京
に
あ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
対
中
国
辺
境
外
交
の
根
本

資
料
を
精
査
し
、
引
揚
げ
後
は
外
務
省
に
奉
職
し
て
文
書
の
保
管
・
整
理
に

あ
た
ら
れ
、
　
二
国
の
外
交
交
渉
の
背
景
に
あ
っ
て
、
常
に
そ
れ
を
支
え
て

い
る
も
の
が
、
実
は
そ
の
国
の
輿
論
に
ほ
か
な
ら
ず
」
と
考
え
ら
れ
た
（
こ

の
点
は
、
あ
る
い
は
異
論
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）
。
こ
れ
が
外
交
世
論
の
研

究
を
志
さ
れ
た
動
機
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
外
務
省
に
は
関
係
資
料
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
む
し
ろ
民
間
に
あ
る
と
し
て
、
外
務
省
退
職
者
は
こ
の
種
資
料
の

収
集
に
努
力
さ
れ
て
、
関
係
図
書
醤
録
に
未
収
の
も
の
相
当
数
を
含
め
「
ほ

ぼ
網
羅
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
成
稿
に
さ
い
し
て
は
、
後
人
編
著
の
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評書

概
説
書
・
伝
記
類
は
一
切
省
き
、
書
簡
・
日
記
・
外
交
文
書
・
回
想
録
・
自

叙
伝
・
談
話
筆
記
等
根
本
資
料
に
よ
り
、
改
正
論
は
単
行
書
・
小
冊
子
・
雑

誌
論
文
等
に
華
華
当
ら
れ
た
（
以
上
四
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X

　
さ
て
、
幕
末
関
係
は
、
　
「
二
、
幕
末
に
お
け
る
公
武
の
条
約
論
議
」
と

コ
一
一
、
幕
末
に
お
け
る
条
約
書
の
公
布
と
刊
行
に
つ
い
て
」
の
二
編
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
幕
宋
に
条
約
改
正
を
言
う
も
の
な
し
」
と
い
う
通
説
を
覆
し
、
明

治
期
の
前
史
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
（
五
頁
）
、
前
老
は
、
ペ
リ
…
来

航
時
、
朝
廷
方
は
困
難
な
状
態
に
陥
っ
た
蛮
夷
を
救
難
す
る
観
念
に
立
っ
て

和
親
条
約
を
把
握
し
、
諸
大
名
の
「
存
念
書
」
は
そ
の
よ
う
な
余
裕
は
な
く
、

武
威
衰
退
の
現
実
に
立
っ
て
、
鎖
国
継
続
の
困
難
を
痛
感
し
つ
つ
も
危
機
を

一
日
延
し
に
す
る
こ
と
を
念
願
し
、
安
政
四
年
の
仮
条
約
に
対
し
て
も
内
容

の
本
質
を
考
え
な
い
開
鎖
の
論
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
通
商
開
始
賛
成
論
に
傾

い
た
こ
と
に
ふ
れ
、
こ
の
公
・
武
の
立
脚
点
の
差
が
、
公
武
の
対
立
の
原
因

で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
勅
許
問
題
に
お
よ
ぶ
。
安
政
五
年
正
月
の
　
「
公

卿
奉
答
書
写
」
に
拠
っ
て
公
卿
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
貴
璽
で
あ

る
。
要
す
る
に
神
州
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
現
実
論
の
相
違
で
あ
り
、
そ
れ
が
精

細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
テ
ー
マ
に
関
し
著
者
収
集
資
料
を
交
え
て

論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
「
四
、
条
約
改
正
史
上
に
お
け
る
改
正
条
約
草
案
に
つ
い
て
」
は
、
本
書

の
主
題
か
ら
や
や
離
れ
、
政
府
内
部
の
草
案
が
、
　
『
日
本
外
交
文
書
』
所
収

の
も
の
に
加
え
て
、
著
者
発
掘
の
分
を
交
え
て
陸
奥
外
梢
時
代
ま
で
に
わ
た

っ
て
時
代
順
に
排
列
・
解
説
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
手
際
よ
い
概
観
が

「
小
字
」
　
（
八
五
－
六
頁
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
の
「
華
甲
定

条
約
草
本
」
　
（
明
治
四
年
四
月
）
は
岩
倉
大
使
派
遣
に
関
連
す
る
草
案
類
以

前
の
、
改
正
草
案
第
一
号
で
、
別
に
「
八
」
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
が

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
全
文
は
下
村
富
士
男
著
『
明
治
初
年
条
約
改
正
史
の
研

究
』
に
収
載
さ
れ
（
九
三
～
一
〇
六
頁
）
、
そ
の
冒
頭
・
末
尾
の
部
分
が
大

久
保
無
給
編
『
岩
倉
使
節
の
研
究
』
に
凸
版
で
挿
入
さ
れ
た
（
二
一
頁
）
。

ま
た
右
門
四
」
の
第
二
項
が
「
九
、
明
治
初
年
に
お
け
る
改
正
条
約
草
案
の

成
立
過
程
」
で
述
べ
ら
れ
　
（
前
掲
下
村
著
書
と
併
読
す
る
と
便
利
）
、
さ
ら

に
「
九
」
の
第
五
項
「
森
有
礼
の
『
日
米
条
約
案
』
関
係
」
は
、
　
「
十
、
明

治
七
年
号
お
け
る
森
有
礼
の
条
約
試
案
と
外
交
意
児
」
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
条
約
改
正
に
つ
い
て
の
森
の
関
与
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
（
結
実

は
し
な
か
っ
た
が
）
、
森
が
ペ
シ
ャ
イ
ン
・
ス
ミ
ス
案
を
基
礎
と
し
た
一
案

を
つ
く
り
、
駐
日
ビ
ン
ハ
ム
米
公
使
に
批
判
を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
り
、
条

約
改
正
が
、
い
か
に
明
治
外
交
、
い
な
国
政
全
般
の
大
問
題
で
あ
り
、
当
局

者
が
、
い
か
に
真
剣
に
こ
れ
に
取
り
く
ん
だ
か
を
示
し
て
い
る
。
　
「
四
」
の

第
六
項
の
青
木
関
係
中
、
七
八
頁
末
尾
三
・
四
行
の
二
文
書
は
、
　
『
条
約
改

正
記
事
』
に
明
治
二
四
年
六
月
十
日
に
記
述
し
た
と
あ
り
、
青
木
辞
任
後
の

も
の
に
属
す
る
。
ま
た
八
○
頁
の
注
（
！
）
の
史
料
の
所
在
を
示
し
て
ほ
し

か
っ
た
（
な
お
『
日
本
外
交
文
書
』
条
約
改
正
三
下
六
四
九
頁
参
照
）
。

　
「
六
、
明
治
初
年
諸
条
約
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、
小
論
な
が
ら
、

こ
の
方
面
に
う
と
い
筆
者
な
ど
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
明

治
元
・
二
年
に
結
ば
れ
た
四
条
約
（
対
ス
エ
ー
デ
ン
・
ス
。
ヘ
イ
ソ
・
北
ド
イ

ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
の
従
来
の
評
価
を
た
だ
し
、
交
渉
嶺
事

者
で
あ
る
外
国
官
の
人
員
の
少
な
い
こ
と
と
、
前
の
外
国
事
務
局
の
メ
ン
バ

ー
と
の
相
違
な
ど
陣
容
の
不
備
を
指
摘
し
、
条
約
改
正
の
問
題
点
と
解
決
へ

の
諸
契
機
を
示
さ
れ
、
要
す
る
に
当
時
の
事
情
を
把
握
せ
ず
し
て
、
批
判
を
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加
え
る
な
ら
ど
こ
か
ら
で
も
批
判
す
る
、
い
わ
ば
非
体
系
的
な
改
正
論
議
に

対
し
、
一
つ
の
基
準
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
オ
…
ス
ト
リ
ア
と
の

条
約
締
結
に
際
し
、
背
後
に
英
・
仏
・
米
な
ど
が
参
加
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア

に
対
し
安
政
条
約
よ
り
は
る
か
に
有
利
な
条
約
を
結
ば
せ
、
や
が
て
自
分
た

ち
も
最
恵
扇
条
款
で
そ
れ
に
均
謡
す
る
、
と
い
う
に
い
た
っ
て
は
、
強
国
の

狡
智
と
後
進
国
の
み
じ
め
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

　
「
七
、
条
約
改
正
論
の
一
源
流
に
つ
い
て
」
は
、
公
議
所
に
お
け
る
外
交

論
議
を
取
上
げ
た
も
の
だ
が
、
渉
外
問
題
の
解
決
策
を
、
ま
ず
条
約
改
正
を

し
て
か
ら
考
え
る
と
い
う
の
が
多
く
、
改
正
の
困
難
さ
を
余
り
考
え
て
い
な

い
、
と
同
時
に
摂
夷
思
想
が
根
強
い
。
著
者
は
公
議
所
の
議
論
を
「
明
治
町

年
代
後
半
か
ら
二
十
年
代
前
半
の
激
し
い
条
約
改
正
論
争
は
、
直
接
的
に
は
、

こ
の
系
統
の
も
の
」
と
し
（
＝
一
三
頁
）
、
ま
た
、
明
治
二
十
年
代
前
後
に

は
粉
飾
な
し
に
発
表
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
こ
の
点
は
「
十
七
、

初
期
議
会
に
お
け
る
条
約
改
正
問
題
」
で
論
ぜ
ら
れ
る
）
議
論
が
生
の
形
で

出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
公
議
与
論
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促

し
て
い
る
（
一
五
｝
二
・
四
頁
）
。
と
り
わ
け
著
者
と
同
様
に
、
奇
異
に
感
ぜ

ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
開
国
和
親
の
方
針
を
明
示
し
た
の
ち
に
外
国
官
が

公
議
所
に
評
議
を
希
望
し
た
十
七
条
中
に
、
開
鎖
問
題
・
鎖
国
し
た
場
合
在

留
外
人
を
斬
殺
し
て
よ
い
か
、
彼
が
攻
め
て
き
た
と
き
の
対
策
、
対
外
戦
反

対
者
へ
の
説
得
法
な
ど
、
時
に
物
騒
な
諮
問
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
一
三
五

－
六
頁
）
。
著
者
は
、
　
こ
の
問
題
が
ど
う
な
っ
た
か
は
資
料
的
に
確
か
め
え

な
い
、
　
「
苦
肉
の
計
に
よ
る
全
面
的
反
語
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
さ

れ
る
。
何
と
か
解
明
の
手
が
か
り
が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
五
、
明
治
年
間
に
お
け
る
私
擬
条
約
草
案
に
つ
い
て
」
は
明
治
一
〇
～

二
四
年
の
間
の
五
二
を
と
り
あ
げ
て
民
間
の
改
正
論
の
骨
格
部
分
を
し
め
さ

れ
る
。
そ
の
特
色
は
平
和
条
約
・
国
際
平
和
機
関
の
構
想
で
あ
る
（
う
ち
三

崎
隠
士
の
も
の
は
「
十
三
」
で
詳
説
さ
れ
る
）
。
石
の
二
論
稿
は
、
以
下
の

論
稿
の
一
つ
の
基
準
と
な
ろ
う
。

　
「
十
一
、
自
由
民
権
期
に
お
け
る
条
約
改
正
論
の
一
斑
」
で
は
鈴
木
安
蔵

搏
士
発
表
の
資
料
と
の
重
複
を
さ
け
、
新
資
料
を
紹
介
さ
れ
る
。
民
権
派
の

対
外
策
は
明
治
一
〇
年
以
降
に
あ
ら
わ
れ
、
一
二
年
の
棄
京
・
大
阪
の
商
法

会
議
所
の
改
正
論
が
開
眼
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
、
国
会
開
設
論
の
興
隆
と

と
も
に
改
正
論
が
下
火
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
（
二
三
二
頁
）
、
民
権
派

の
改
正
論
を
み
る
と
、
対
外
意
識
は
生
硬
、
外
交
論
は
国
権
的
（
従
来
も
指

摘
）
で
あ
り
、
　
「
富
国
強
兵
・
国
会
開
設
・
条
約
改
正
が
民
権
伸
張
と
一
丸

と
な
っ
た
国
民
的
要
素
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
」
　
（
二
四
〇
1
一

頁
）
と
い
い
、
底
意
は
常
に
「
三
里
的
心
緒
」
で
あ
る
と
い
う
（
二
四
四

頁
）
。
こ
の
点
も
必
ず
し
も
氏
の
新
説
で
は
な
か
ろ
う
が
、
外
交
論
の
面
か

ら
照
明
を
あ
て
た
と
こ
ろ
が
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
明
治
＝
一
一
一
四
年
頃
の

国
会
開
設
請
願
中
か
ら
五
篇
と
ら
れ
、
「
発
想
も
措
辞
も
同
一
の
鋳
型
か
ら

出
て
来
た
よ
う
に
似
て
い
る
」
　
（
二
五
三
頁
）
と
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
「
条
約

改
正
論
の
専
著
」
も
こ
の
頃
出
は
じ
め
た
と
し
て
五
著
書
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。　

「
十
二
、
鹿
鳴
館
時
代
の
内
地
雑
居
論
」
は
井
上
外
務
卿
－
外
相
蒔
肥

の
後
半
期
を
取
扱
う
。
明
治
一
七
～
一
九
年
前
半
ま
で
は
内
地
雑
居
賛
成
論

が
多
く
　
（
若
干
の
地
方
寡
聞
に
も
ふ
れ
て
い
る
）
、
　
一
九
年
後
半
長
崎
事
件

ー
ノ
ル
マ
ソ
ト
ソ
号
事
件
に
よ
る
不
可
論
の
再
燃
、
と
い
う
経
過
が
示
さ

れ
て
い
る
。
中
国
人
を
劣
等
委
す
る
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る

（
二
六
二
頁
）
。
な
お
「
十
三
」
は
前
に
も
ふ
れ
た
の
で
省
略
す
る
。
た
だ

「
各
国
治
国
盟
約
書
楷
梯
」
　
（
全
文
二
心
O
i
五
頁
）
は
既
述
の
趣
旨
か
ら
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評書

し
て
、
今
日
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
。

　
「
十
四
」
以
下
三
篇
は
大
隈
外
相
時
代
を
取
扱
う
。
　
「
十
四
、
所
謂
大
隈

条
約
案
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
は
、
当
時
「
大
隈
案
」
と
称
し
て
い
た
も

の
が
実
は
成
案
で
あ
り
、
　
「
案
」
　
（
外
務
省
毒
駐
日
外
国
使
臣
、
日
本
の
在

外
使
臣
↓
各
国
大
使
館
、
日
本
語
と
欧
文
を
手
交
す
る
の
が
通
例
）
そ
の
も

の
は
見
当
ら
ず
、
い
わ
ば
「
幻
の
大
隈
案
」
の
原
形
を
各
種
資
料
よ
り
追
求

し
よ
う
と
す
る
も
の
、
　
「
十
五
、
閣
治
二
十
二
年
の
条
約
改
正
論
の
昂
揚
」

は
、
従
来
『
自
由
党
史
』
・
『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
を
藍
本
と
し
て
、
世
人

が
大
隈
の
「
励
行
主
義
」
の
効
果
を
当
初
期
待
を
も
っ
て
見
守
っ
て
い
た
、

と
す
る
説
を
新
資
料
を
も
っ
て
、
そ
の
か
な
ら
ず
し
も
然
ら
ざ
る
所
以
を
論

じ
、
ま
た
条
約
調
印
を
め
ぐ
る
政
争
も
、
従
来
の
研
究
の
基
礎
と
な
る
の
が

共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
明
治
の
輿
論
』
・
『
日
本
之
時
事
』
・
『
新
演
説
』

な
ど
の
稀
観
資
料
を
引
用
し
て
新
た
な
照
明
を
あ
て
、
強
硬
論
へ
の
転
換
が

二
十
二
年
六
月
末
～
七
月
初
め
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
同
時
に
擁
護
派
の

賛
成
論
を
掲
げ
る
。
そ
の
冒
頭
、
青
木
周
蔵
の
「
筆
記
」
を
引
用
し
、
有
名

な
大
審
院
に
法
官
任
用
の
件
は
、
伊
藤
首
相
兼
外
相
が
独
伊
公
使
に
ひ
そ
か

に
述
べ
た
と
し
た
個
所
は
、
同
氏
と
と
も
に
「
傍
証
」
の
発
掘
が
望
ま
れ
る
。

な
お
茂
が
青
木
の
「
筆
記
」
を
何
に
拠
っ
て
み
ら
れ
た
か
も
付
記
し
て
ほ
し

か
っ
た
。
と
い
う
の
は
坂
根
義
久
繊
細
『
青
木
周
蔵
自
伝
』
　
（
平
凡
社
・
東

洋
文
庫
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
か
つ
「
一
四
回
」
は
「
欠
」
と
あ
り
、
編
者
は

一
三
回
に
合
併
さ
れ
た
か
、
と
し
、
稲
生
氏
引
用
文
が
一
三
回
に
出
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
中
の
青
木
・
大
隈
の
書
翰
に

も
右
に
関
す
る
も
の
は
な
い
。
三
八
○
頁
注
（
4
）
の
箇
所
に
「
政
務
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
が
」
と
あ
る
が
、
大
隈
の
『
病
床
日
誌
』

に
は
、
そ
こ
ま
で
書
か
れ
て
い
な
い
。
青
木
の
外
相
獣
任
は
一
二
月
二
四
日
。

な
お
、
こ
の
あ
た
り
を
読
ん
で
い
る
と
、
事
件
当
時
の
政
論
・
評
論
の
む
つ

か
し
さ
が
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
は
と
も
か
く
、
現
在
で
も
ま
だ
後
遣

症
を
残
し
て
い
る
中
国
の
文
化
大
革
命
の
評
価
な
ど
、
対
比
す
れ
ば
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
大
隈
負
傷
後
、
さ
て
反
対
論
者
に
改
正
の
名
案

も
な
く
、
正
直
に
自
己
批
判
し
て
い
る
あ
た
り
（
三
八
一
～
三
頁
）
は
、
現

代
へ
の
巧
ま
ざ
る
皮
肉
で
す
ら
あ
る
。
　
「
十
六
」
は
矯
が
イ
ギ
リ
ス
で
発
見

さ
れ
た
、
大
隈
案
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
策
を
示
す
も
の
で
、
毎
時
の
著
者
の

喜
び
が
想
像
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
「
十
七
」
～
「
二
十
一
」
は
議
会
開
設
後
か
ら
改
正
の
達
成
、
実
施
準
備

の
期
間
に
お
よ
ぶ
。
　
「
十
七
、
初
期
議
会
に
お
け
る
条
約
改
正
問
題
」
は

「
官
報
の
議
会
速
記
録
を
通
じ
て
」
、
従
来
の
著
作
の
精
血
出
入
と
異
同
を

正
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
も
単
な
る
概
説
で
な
く
、
著
者
収
集
資

料
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
な
お
青
木
辞
任
に
つ
い
て
は
（
四
二
〇
頁
）
、
『
伊

藤
博
文
文
書
』
第
一
置
所
蚊
の
井
上
馨
の
五
月
二
日
付
書
翰
に
、
井
上
は
条

約
改
正
中
止
を
す
す
め
て
お
り
（
伊
藤
・
松
方
・
野
村
ら
も
周
知
）
、
大
津

事
件
前
に
青
木
辞
職
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
十
八
、
明
治
二
十
五
年
に
お
け
る
条
約
改
正
案
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
」

は
、
従
来
外
相
と
し
て
は
軽
視
さ
れ
が
ち
な
榎
本
武
揚
の
、
こ
れ
ま
た
君
過

さ
れ
や
す
い
委
員
会
の
実
相
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
、
参
照
文
献
（
四
四

六
～
九
頁
）
を
み
て
も
、
そ
の
周
到
な
用
意
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　
「
十
九
、
日
英
新
条
約
成
立
と
当
時
輿
論
の
一
斑
」
は
、
　
「
列
国
は
む
し

ろ
唖
然
と
し
、
在
日
外
国
人
は
呆
然
乃
至
愕
然
と
し
た
」
点
か
ら
、
功
績
論

争
な
ど
に
言
及
、
　
「
二
十
、
仏
教
徒
側
の
内
地
雑
居
反
対
運
動
と
そ
の
資
料

に
つ
い
て
」
は
、
　
「
当
量
か
な
り
社
会
的
重
大
関
心
事
」
で
あ
り
な
が
ら
、
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以
後
の
研
究
史
で
閉
校
さ
れ
た
、
内
地
雑
居
に
対
す
る
「
神
経
質
」
的
な
反

対
運
動
を
掘
起
し
た
も
の
、
　
「
二
十
一
、
新
条
約
実
施
準
備
期
に
お
け
る
二

三
の
事
実
」
は
、
明
治
二
七
～
三
二
年
の
五
年
間
、
従
来
法
典
整
備
の
み
が

注
目
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
「
新
条
約
実
施
に
伴
っ
て

起
る
べ
き
社
会
的
諸
情
況
と
、
新
情
勢
へ
の
日
本
人
の
適
応
性
に
つ
い
て
の

識
者
の
危
惧
と
そ
の
対
策
へ
の
苦
心
の
あ
と
」
を
研
究
団
体
・
啓
蒙
書
・
論

説
な
ど
か
ら
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
以
上
で
約
五
五
〇
頁
を
し
め
、
第
H
部
は
さ
ら
に
約
二
〇
〇
頁
、
う
ち
最

後
の
二
編
は
、
本
書
の
書
名
か
ら
し
て
省
か
れ
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
。
「
二

十
七
、
　
「
田
中
上
奏
文
」
を
め
ぐ
る
二
三
の
問
題
」
は
、
こ
れ
を
偽
書
と
す

る
説
を
裏
付
け
、
流
布
資
料
の
系
統
づ
け
そ
の
他
を
行
な
っ
た
も
の
（
そ
の

取
上
げ
方
に
つ
い
て
は
江
口
圭
一
氏
の
批
判
が
あ
る
）
、
「
二
十
八
」
の
戦
争

未
来
記
の
書
誌
学
的
研
究
と
と
も
に
、
筆
者
の
研
究
範
囲
か
ら
は
多
大
の
御

運
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
条
約
改
正
に
関
す
る
「
二
十
二
」
～
「
二
十
六
」

は
、
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
省
略
す
る
が
、
条
約
改
正
・
内
地
雑
居
・
『
饗

筆
録
』
な
ど
に
関
す
る
、
著
者
な
ら
で
は
の
博
捜
と
学
殖
に
支
え
ら
れ
た
書

誌
学
的
研
究
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
論
文
十
九
の
冒
頭
の
、
　
「
日
本
の
条
約
改
正
史
の
起
伏
は
、
実
に
欧
米
列

強
の
世
界
政
策
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
長
く
翻
弄
さ
れ
来
っ
た
日
本
の
姿
の
軌

跡
に
他
な
ら
ぬ
…
…
そ
れ
に
対
す
る
日
本
内
部
に
お
け
る
苦
悶
の
声
を
聞
き
、

そ
れ
を
書
き
綴
る
こ
と
…
…
外
圧
か
ら
の
脱
出
の
方
策
の
考
案
に
心
血
を
濫

い
だ
先
人
苦
心
の
跡
を
回
顧
す
る
こ
と
」
が
著
者
の
念
願
で
あ
っ
た
旨
の
記

述
が
あ
る
（
四
八
九
頁
）
。
そ
の
博
捜
と
周
到
な
考
察
の
結
果
に
な
る
、
条

約
改
正
史
の
盲
点
を
埋
め
た
本
書
は
、
改
正
史
研
究
に
大
き
な
一
石
を
投
じ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
地
道
な
実
証
的
研
究
は
、
や
や
も
す
れ
ば
学
界

の
趨
勢
に
投
じ
た
テ
…
マ
以
外
は
閉
却
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
史
学

研
究
に
は
根
底
に
こ
の
種
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
書
は
門
外
漢
の
筆

老
に
は
通
読
（
そ
れ
も
不
十
分
な
が
ら
）
す
る
さ
え
〃
し
ん
ど
い
”
文
字
通

り
の
労
作
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
書
評
」
と
い
う
よ
り
「
紹
介
」
で
手
一
杯
、

そ
れ
も
関
係
書
を
検
討
す
る
労
を
も
疎
か
に
し
た
恥
か
し
い
も
の
に
な
っ
た
。

も
う
こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
ω
は
じ
め
に
ふ
れ
た

「
一
国
の
外
交
交
渉
の
背
景
に
あ
っ
て
、
常
に
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、

実
は
そ
の
国
の
輿
論
に
ほ
か
な
ら
ず
」
　
（
四
頁
）
と
あ
る
点
は
、
筆
者
な
り

に
若
干
の
疑
問
を
感
ず
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
②
交
渉
の
本
流
と
本
書
の

ね
ら
っ
た
内
容
と
の
関
速
を
、
私
ご
と
き
門
外
漢
に
も
わ
か
る
よ
う
少
し
説

明
を
加
え
て
ほ
し
か
っ
た
こ
と
（
な
か
に
は
か
な
り
ふ
れ
た
論
文
も
あ
る
が
、

多
く
は
注
で
示
さ
れ
て
い
る
）
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
再
版
の
さ

い
に
は
、
本
書
発
行
（
あ
る
い
は
収
載
論
文
執
筆
）
以
後
刊
行
さ
れ
た
諸
書

を
も
と
り
い
れ
ら
れ
て
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら

念
願
し
た
い
。
な
お
誤
字
・
誤
植
等
は
紙
数
の
関
係
で
直
接
著
者
に
報
じ
た

い
。
つ
い
で
に
、
本
書
は
題
字
が
祖
母
上
、
索
引
作
製
が
奥
さ
ま
と
い
う
、

う
る
わ
し
い
一
家
協
力
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。
最
後
に
、
今
日

ま
で
遅
延
し
た
こ
と
を
著
者
と
編
集
者
に
お
詫
び
し
た
い
。

　
　
　
（
A
5
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七
七
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一
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